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   第12章 監督処分等 

 

 第１節 報告、勧告、援助等 

 

法律 

 （報告、勧告、援助等） 

第80条 国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し、都道府県知事は施行者である市町村又はこ

の法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市長はこの法律の規定による許

可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の

提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。 

２ 市町村又は施行者は、国土交通大臣又は都道府県知事に対し、都市計画の決定若しくは変更又

は都市計画事業の施行の準備若しくは施行のため、それぞれ都市計画又は都市計画事業に関し専

門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 

 地方自治法（昭和22年法律第67号） 

 （技術的な助言及び勧告並びに資料の提出の要求） 

第245条の４ 各大臣（内閣府設置法第４条第３項に規定する事務を分担管理する大臣たる内閣総

理大臣又は国家行政組織法第５条第１項に規定する各省大臣をいう。以下本章、次章及び第14章

において同じ。）又は都道府県知事その他の都道府県の執行機関は、その担任する事務に関し、

普通地方公共団体に対し、普通地方公共団体の事務の運営その他の事項について適切と認める技

術的な助言若しくは勧告をし、又は当該助言若しくは勧告をするため若しくは普通地方公共団体

の事務の適正な処理に関する情報を提供するため必要な資料の提出を求めることができる。 

２ 各大臣は、その担任する事務に関し、都道府県知事その他の都道府県の執行機関に対し、前項

の規定による市町村に対する助言若しくは勧告又は資料の提出の求めに関し、必要な指示をする

ことができる。 

３ 普通地方公共団体の長その他の執行機関は、各大臣又は都道府県知事その他の都道府県の執行

機関に対し、その担任する事務の管理及び執行について技術的な助言若しくは勧告又は必要な情

報の提供を求めることができる。 

 

１ 法第80条の趣旨 

  本条は、許可権者が、本法の規定による許可又は承認を受けた者に対し、必要な報告若しくは

資料の提出を求め、又は勧告若しくは助言をする権限について規定したものです。 

 

２ 報告、勧告、助言等 

 (1) 対象とする者 

   許可権者が本条の規定により報告若しくは資料の提出を求める相手方又は勧告若しくは助言

をする相手方は、本法による許可又は承認を受けた者であり、それ以外の者は対象となりませ

ん。 

 (2) 対象とする事項 

   許可権者が報告若しくは資料の提出を求める事項又は勧告若しくは助言をする事項は、本法
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の施行のため必要な限度に限られます。 

 (3) 根拠法令の明示 

   許可権者から本条の規定により報告又は資料の提出を求められ、それに応ぜず、又は虚偽の

報告若しくは資料の提出をした者は、法第93条第２号の規定により処罰されることとなります

ので、許可権者が報告又は資料の提出を求めるときは、本条の規定を根拠とする旨を明示する

こととなります。 

 (4) 国土交通大臣が行う助言、勧告等 

   普通地方公共団体の長が処理する行政事務に対して国土交通大臣が行う助言、勧告及び資料

の提出の要求は地方自治法第245条の４に基づきます。 
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 第２節 監督処分等 

 

法律 

 （監督処分等） 

第81条 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都

市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消

し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その

他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件（以

下この条において「工作物等」という。）の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため

必要な措置をとることを命ずることができる。 

 (1) この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反し

た者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しく

は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者 

 (2) この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反し

た工事の注文主若しくは請負人（請負工事の下請人を含む。）又は請負契約によらないで自ら

その工事をしている者若しくはした者 

 (3) この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者 

 (4) 詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者 

２ 前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措

置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、そ

の者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わ

せることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその

期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じ

た者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。 

３ 国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第１項の規定による命令をした場合においては、標

識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

４ 前項の標識は、第１項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に

設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若

しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはな

らない。 

政令 

 （公告の方法等） 

第42条  法第52条の３第１項（法第57条の４において準用する場合を含む。）、第57条第１項、第60

条の２第２項、第66条又は第81条第２項の公告は、官報、公報その他所定の手段により行わなけ

ればならない 

２  国土交通大臣、都道府県知事（法第55条第４項の規定により、法第57条第２項本文の規定によ 
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る届出の相手方として公告された者があるときは、その者）、施行予定者又は施行者は、法第60

条の２第２項、第57条第１項、第52条の３第１項（法第57条の４において準用する場合を含

む。）又は第66条の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その公告の内容そ

の他必要な事項を施行予定者が定められている都市計画施設の区域等、事業予定地、市街地開発

事業等予定区域の区域又は事業地内の適当な場所に掲示しなければならない。 

３  都道府県知事又は市長は、法第81条第２項の公告をしたときは、国土交通省令で定めるところ

により、その公告の内容その他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その

他の適当な場所に掲示しなければならない。 

省令 

第59条  法第81条第２項の公告をした場合における令第42条第３項の規定による掲示は、その公告

をした日から10日間しなければならない。 

 （公示の方法） 

第59条の２  法第81条第３項の国土交通省令で定める方法は、国土交通大臣の命令に係るものにあ

つては官報への掲載、都道府県知事又は市長の命令に係るものにあつては当該都道府県又は市の

公報への掲載とする。 

運用指針 

Ⅰ－18 第81条関係 

 (1) 違反物件を譲り受けた者等に対する監督処分の適用 

   法第81条第１項第１号は、違反物件であることを知りながらこれを譲り受け、又は使用権を

取得した者に対しても使用禁止等の監督処分を行い得るものであり、違反した物件を第三者に

譲渡して監督処分を逃れるなど都市計画上必要な行為制限の実効性が著しく損なわれている事

態を防止することにある。 

 (2) 監督処分の公示制度 

   法第81条第３項は、監督処分が課されている物件について、事情を知らずに取引関係に入っ

た第三者が不測の損害をこうむることを防止するため、監督処分に係る公示制度を定めたもの

である。 

 (3) 法第81条に基づく監督処分に係る事務の執行に当たっては、次に掲げる事項に留意すること

が望ましい。 

  ① 違反物件を譲り受けた者等に対する監督処分の適用 

    法第81条第３項の規定による公示の後に、違反物件を譲り受け、又は使用権を取得した者

については、通常、「違反の事実を知って」いたと推定されるものと考えられること。 

  ② 監督処分の公示制度 

   イ 法第81条第３項に規定する標識の様式については、各許可権者において適宜その様式を

定められたいが、様式の一例として別記様式第10を参考とされたい。 

   ロ 標識の設置場所については、違反物件の敷地内に限らず、見やすい場所を選定すること

が望ましい。 

   ハ 法第81条第４項により、違反物件の敷地の所有者等は標識の設置を受忍すべきこととさ

れているが、受忍義務に違反した場合については、別途法第81条第１項により監督処分が

課されることがあり得るほか、公用文書等毀棄罪（刑法第258条）、公務執行妨害罪（刑法 
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第95条）に該当するものと考えられる。 

   ニ 監督処分の公示制度の趣旨を全うする観点から、その他、開発登録簿に監督処分をした

旨及びその内容を付記することも有効であると考えられるので、その具体的な措置につい

ても併せて検討することが望ましい。 

 (4) 違反に対する措置（開発許可制度に対する水道事業者等の協力） 

   開発許可制度が区域区分に関する都市計画を実効あらしめるための手段であり、その成否に

かかわるものであることに鑑み、市街化調整区域における法第29条第１項の規定に違反して開

発された土地又はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申

し込みの承諾に関し、次の事項に留意の上水道事業者、電気事業者又はガス事業者（以下「水

道事業者等」という。）の協力を得ることが望ましい。 

① 区域区分に関する都市計画が決定され、又は変更されたときは、遅滞なく、水道事業者等

に対し区域区分に関する都市計画の図面その他の関係図書を送付すること。 

  ② 水道事業者等と定期的連絡の確保等常に密接な連携をとり法第29条第１項の規定に違反す

る開発行為の発見に万全を期すること。 

  ③ 市街化調整区域における法第29条第１項の規定に違反して開発された土地又はその土地に

ある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込みの承諾を保留するよう

水道事業者等に対して要請する場合は、当該要請に法第81条の規定による命令書の写し又は

告発状の写しを添付すること。なお、法第81条の規定による命令書の写し又は告発状の写し

を水道事業者等に示す時期は、当該要請時は、もちろん、当該要請と水道事業者等の水道等

の供給の申込みの承諾までの間でも差し支えない。 

  ④ 水道事業者等に対して市街化調整区域における法第29条第１項の規定に違反して開発され

た土地又はその土地にある建築物その他の工作物に係る水道、電気又はガスの供給の申込み

の承諾を保留するよう要請している旨の公表は、当該土地又はその土地にある建築物その他

の工作物の見やすい箇所に掲示紙又は掲示板をもって掲示すること及び県の公報等に登載す

ることにより行うこと。この場合において、掲示紙又は掲示板の様式は別記様式第11のとお

りとし、当該土地又はその土地にある建築物その他の工作物の規模等に応じ掲示する場所、

掲示数及び掲示紙又は掲示板の寸法を定めること。 

  ⑤ 法第81条の規定による命令を行った場合において、万一当該命令が履行されなかったとき

は、遅滞なく、代執行の措置をとる等当該命令に基づく処分を厳正に執行すること。 

 (5) 法第81条第１項の規定による処分等と森林法第10条の３の規定による処分等にあたっては相

互に十分連絡調整をとって行うことが望ましい。 

 建築基準法（昭和25年法律第201号） 

 （違反建築物に対する措置） 

第９条 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反

した建築物又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負

人（請負工事の下請人を含む。）若しくは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所

有者、管理者若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を

付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これ

らの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。 
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２ 特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じよ

うとする者に対して、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限

を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に

有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

３ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から３日に以内に、特定行政庁に対し

て、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

４ 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第１項の措置を

命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならな

い。 

５ 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第１項の規定によつて命

じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の２日前までに、前項に規定する者

に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

６ 第４項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提

出することができる。 

７ 特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前５項の規定にかかわらず、これらに定め

る手続によらないで、仮に、使用禁止又は使用制限の命令をすることができる。 

８ 前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から３日以内に、特定行政庁に対して公開によ

る意見の聴取を行うことを請求することができる。この場合においては、第４項から第６項まで

の規定を準用する。ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から５日以内に行わなければな

らない。 

９ 特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第７項の規定によつて仮にした命令が不

当でないと認めた場合においては、第１項の命令をすることができる。意見の聴取の結果、第７

項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り

消さなければならない。 

10 特定行政庁は、建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反する

ことが明らかな建築、修繕又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第２項

から第６項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当

該建築物の建築主又は当該工事の請負人（請負工事の下請人を含む。）若しくは現場管理者に対

して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。この場合において、これらの者が当該工事

の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずるこ

とができる。 

11 第１項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜ

られるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると

認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じ

た者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、

その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁又はその命じ

た者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

12 特定行政庁は、第１項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた

者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに 
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 完了する見込みがないときは、行政代執行法（昭和23年法律第43号）の定めるところに従い、み

ずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

13 特定行政庁は、第１項又は第10項の規定による命令をした場合（建築監視員が第10項の規定に

よる命令をした場合を含む。）においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法によ

り、その旨を公示しなければならない。 

14 前項の標識は、第１項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建築物の敷地内に設置す

ることができる。この場合においては、第１項又は第10項の規定による命令に係る建築物又は建

築物の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

15 第１項、第７項又は第10項の規定による命令については、行政手続法（平成５年法律第88号）

第３章（第12条及び第14条を除く。）の規定は、適用しない。 

 

１ 法第81条の趣旨 

本条は、許可権者が、都市計画法上必要な限度において本法に違反した者等に対し、許可の取

り消しを行ったり、違反を是正するのに必要な措置をとることを命ずることができること、いわ

ゆる監督処分について定めたものです。 

また、無許可で開発行為や予定建築物等の用途変更を行った者が、当該違反物を第三者に譲渡

した場合、当該違反の事実を知って取得した者に対しても監督処分がなされます。 

  監督処分を行った際には、その旨を公告し、かつ、現場の見やすいところに標識を設置するこ

とになります。 

(1) 監督処分の対象となる者 

  ア 違反の事実の認知 

違反の事実を知っていたか否かの立証は、監督処分を行おうとする行政庁が、契約が行わ

れた時期及びその状況、監督処分の有無、譲渡人及び譲受人の言動等から総合的に判断する

こととなります。なお、後述する公示制度の導入により、公示後に、違反物件を譲り受け、

又は使用権を取得した者については、通常、違反の事実を知っていたと推定されるものと考

えられます。 

  イ 命令の形式及び効力 

本条第１項第２号に該当する者のうち、誰に対していかなる内容の命令を出すかについて

は、権限のある者に対して、その権限に応じた命令を出すべきであります。命令の形式につ

いては別段の制限はありませんが、処理の確実を期するために書面によることが望ましいと

考えられます。 

    なお、命令は、被処分者に到達することによって効力を生じますが、「到達」とは、相手

方が受領し得る状態に置かれることであって、相手方が現実に了知しなくとも、相手方が了

知し得るべき場所に到達するだけで足り、被処分者が理由なく受領を拒んでも到達したこと

になります。 

  ウ 詐欺その他の不正な手段 

予定建築物等の用途を偽り、道路、排水施設等の能力を軽減した設計図書を提出して開発

許可を受けた場合又は省令で定める資格を有しない者の設計であるにもかかわらず資格を有

する者の名を詐称して許可を受けたような場合などが該当します。 
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(2) 建築基準法第９条第１項の趣旨 

   建築基準法等に違反する建築物等又は建築物の敷地については、建築主、工事の請負人若し

くは現場管理者又は当該建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者に対し

て監督処分を行うことができることとしています。 

 

２ 監督処分の内容 

  命ぜられる処分の内容は、違反是正の必要度に応じて決定されます。 

違 反 の 内 容 処      分 

許可、認可 取消、変更 

承認、確認 効力停止、条件の変更、新条件の付与 

工事、その他の行為 停止 

建築物その他工作物 （相当の期限を定めて）改築、移転、除却 

その他違反是正のため必要な措置 使用禁止、改善命令 

 

３ 処分権者 

郡山市内での違反行為については、郡山市長が処分権者となります。 

 

４ 聴聞 

  監督処分は、行政庁が行う不利益処分に該当するため、行政手続法第15条から第31条に定める

聴聞又は弁明の機会の付与の手続を経て行うこととなります。処分権者は、当該処分を行うにあ

たって、聴聞等の結果を尊重することとなります。 

  なお、聴聞の手順の概要は、次のとおりです。 

 (1) 行政庁は、聴聞を行うにあたっては当事者に対し、聴聞を行うまでに相当な期間をおいて、

予定される処分の内容及び根拠となる法令の条項、原因となる事実、聴聞の期日及び場所、聴

聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地を書面により通知することとなります。この

際、聴聞の期日に出頭して意見を述べ、証拠書類等を提出し、又は出頭に代えて陳述書及び証

拠書類等を提出することができること、聴聞が終結するまでの間、処分の原因となる事実を証

する資料の閲覧を求めることができる旨を教示することとなります。 

 (2) 当事者は、代理人を選任することができますが、代理人の資格は書面で証明する必要があり

ます。 

 (3) 当事者は、聴聞の通知があった時から聴聞が終結するまでの間、処分の原因となる事実を証

する資料の閲覧を求めることができます。 

 (4) 聴聞は、行政庁が指名する職員が主宰します。 

 (5) 主宰者が必要と認めるときは、当事者以外の関係者に対し聴聞に関する手続に参加すること

を求め、又は参加を求める者の請求を許可することがあります。 

 (6) 聴聞は、原則として非公開で行われ、行政庁の議員が行う、予定される処分の内容及び根拠

となる法令の条項、原因となる事実の説明から始まります。 

   当事者は、主宰者の指示にしたがって意見を述べ、証拠書類等を提出し、行政庁の職員に質

問を発することができます。また、必要に応じて、主宰者から当事者に対し質問を発し、証拠

書類等の提出を求めることができます。 
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 (7) 主宰者は、当事者の陳述の要旨等聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、聴聞の終結後

には報告書を作成し、行政庁に提出します。また、当事者は、当該調書及び報告書の閲覧を求

めることができます。 

 

行政手続法（平成５年法律第88号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続に関し、共通する事項を定めることに

よって、行政運営における公正の確保と透明性（行政上の意思決定について、その内容及び過程

が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。）の向上を図り、もって国民の

権利利益の保護に資することを目的とする。 

２ 処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関しこの法律に規定する事

項について、他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 法令 法律、法律に基づく命令（告示を含む。）、条例及び地方公共団体の執行機関の規則

（規程を含む。以下「規則」という。）をいう。 

 (2) 処分 行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為をいう。 

 (3) 申請 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与す

る処分（以下「許認可等」という。）を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否

の応答をすべきこととされているものをいう。 

 (4) 不利益処分 行政庁が、法律に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を

課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 

  イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当りその範囲、時期等を明らかにするために法令

上必要とされている手続としての処分 

ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名

あて人としてされる処分 

ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 

ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨

の届出があったことを理由としてされるもの 

 (5) 行政機関 次に掲げる機関をいう。 

  イ 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関若しくは内閣の所轄の下に置かれる機関、宮内

庁、内閣府設置法（平成11年法律第89号）第49条第１項若しくは第２項に規定する機関、国

家行政組織法（昭和23年法律第120号）第３条第２項に規定する機関、会計検査院若しくは

これらに置かれる機関又はこれらの機関の職員であって法律上独立に権限を行使することを

認められる職員 

ロ 地方公共団体の機関（議会を除く。） 

 (6) 行政指導 行政機関がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するた

め特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該

当しないものをいう。 
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 (7) 届出 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為（申請に該当するものを除く。）であっ

て、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの（自己の期待する一定の法律上の効

果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。）をいう。 

 (8) 命令等 内閣又は行政機関が定める次に掲げるものをいう。 

イ 法律に基づく命令（処分の要件を定める告示を含む。次条第二項において単に「命令」と

いう。）又は規則 

ロ 審査基準（申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断

するために必要とされる基準をいう。以下同じ。） 

ハ 処分基準（不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその法

令の定めに従って判断するために必要とされる基準をいう。以下同じ。） 

ニ 行政指導指針（同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政

指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項をいう。以

下同じ。） 

 （不利益処分をしようとする場合の手続） 

第13条 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定める

ところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述の

ための手続を執らなければならない。 

 (1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

  イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき 

  ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしよ

うとするとき。 

  ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務

に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益

処分をしようとするとき。 

 ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。 

 (2) 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。 

 (1) 公益上、緊急に不利益処分をする必要があるため、前項に規定する意見陳述のための手続を

執ることができないとき 

 (2) 法令上必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずす

ることとされている不利益処分であって、その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書

又は決定書、一定の職に就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により

直接証明されたものをしようとするとき。 

 (3) 施設若しくは設備の設置、維持若しくは管理又は物の製造、販売その他の取扱いについて遵

守すべき事項が法令において技術的な基準をもって明確にされている場合において、専ら当該

基準が充足されていないことを理由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であっ

てその不充足の事実が計測、実験その他客観的な認定方法によって確認されたものをしようと

するとき。 

 (4) 納付すべき金銭の額を確定し、一定の額の金銭の納付を命じ、又は金銭の給付決定の取消し

その他の金銭の給付を制限する不利益処分をしようとするとき。 

 (5) 当該不利益処分の性質上、それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため

名あて人となるべき者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして政令で定める処分を

しようとするとき。 
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 （不利益処分の理由の提示） 

第14条 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の

理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要があ 

る場合は、この限りでない。 

２ 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその 

他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項

の理由を示さなければならない。 

３ 不利益処分を書面でするときは、前２項の理由は、書面により示さなければならない。 

 （聴聞の通知の方式） 

第15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不

利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならな

い。 

 (1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 

 (2) 不利益処分の原因となる事実 

 (3) 聴聞の期日及び場所 

 (4) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 

２ 前項の書面においては、次に掲げる事項を教示しなければならない。 

 (1) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ、及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」とい

う。）を提出し、又は聴聞の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することがで

きること。 

(2) 聴聞が終結する時までの間、当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求める

ことができること。 

３ 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては、第１項の

規定による通知を、その者の氏名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項

各号に掲げる事項を記載した書面をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場

に掲示することによって行うことができる。この場合においては、掲示を始めた日から２週間を

経過したときに、当該通知がその者に到達したものとみなす。 

 （代理人） 

第16条 前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段の規定により当該通知が到達したものとみ

なされる者を含む。以下「当事者」という。）は、代理人を選任することができる。 

２ 代理人は、各自、当事者のために、聴聞に関する一切の行為をすることができる。 

３ 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。 

４ 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を行政庁に

届け出なければならない。 

 （参加人） 

第17条 第19条の規定により聴聞を主宰する者（以下「主宰者」という。）は、必要があると認め

るときは、当事者以外の者であって当該不利益処分の根拠となる法令に照らし当該不利益処分に

つき利害関係を有するものと認められる者（同条第２項第６号において「関係人」という。）に

対し、当該聴聞に関する手続に参加することを求め、又は当該聴聞に関する手続に参加すること

を許可することができる。 
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２ 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者（以下「参加人」という。）は、代理人

を選任することができる。 

３ 前条第２項から第４項までの規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、同

条第２項及び第４項中「当事者」とあるのは、「参加人」と読み替えるものとする。 

 （文書等の閲覧） 

第18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人（以下

この条及び第24条第３項において「当事者等」という。）は、聴聞の通知があった時から聴聞が

終結する時までの間、行政庁に対し、当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該

不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができる。この場合において、行

政庁は、第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由があるときでなければ、その

閲覧を拒むことができない。 

２ 前項の規定は、当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を

更に求めることを妨げない。 

３ 行政庁は、前２項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。 

 （聴聞の主宰） 

第19条 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、聴聞を主宰することができない。 

(1) 当該聴聞の当事者又は参加人 

 (2) 前号に規定する者の配偶者、４親等内の親族又は同居の親族 

 (3) 第１号に規定する者の代理人又は次条第３項に規定する補佐人 

 (4) 前３号に規定する者であったことのある者 

 (5) 第１号に規定する者の後見人、後見監督人又は保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 

 (6) 参加人以外の関係人 

 （聴聞の期日における審理の方式） 

第20条 主宰者は、最初の聴聞の期日の冒頭において、行政庁の職員に、予定される不利益処分の

内容及び根拠となる法令の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明

させなければならない。 

２ 当事者又は参加人は、聴聞の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠書類等を提出し、並びに

主宰者の許可を得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。 

３ 前項の場合において、当事者又は参加人は、主宰者の許可を得て、補佐人とともに出頭するこ

とができる。 

４ 主宰者は、聴聞の期日において必要があると認めるときは、当事者若しくは参加人に対し質問

を発し、意見の陳述若しくは証拠書類等の提出を促し、又は行政庁の職員に対し説明を求めるこ

とができる。 

５ 主宰者は、当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても、聴聞の期日における審理を

行うことができる。 

６ 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。 
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 （陳述書等の提出） 

第21条 当事者又は参加人は、聴聞の期日への出頭に代えて、主宰者に対し、聴聞の期日までに陳

述書及び証拠書類等を提出することができる。 

２ 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者に対し、その求めに応じて、前項の陳述書及び証拠書類等 

を示すことができる。 

 （続行期日の指定） 

第22条 主宰者は、聴聞の期日における審理の結果、なお聴聞を続行する必要があると認めるとき

は、さらに新たな期日を定めることができる。 

２ 前項の場合においては、当事者及び参加人に対し、あらかじめ、次回の聴聞の期日及び場所を

書面により通知しなければならない。ただし、聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対して

は、当該聴聞の期日においてこれを告知すれば足りる。 

３ 第15条第３項の規定は、前項本文の場合において、当事者又は参加人の所在が判明しないとき

における通知の方法について準用する。この場合において、同条第３項中「不利益処分の名あて

人となるべき者」とあるのは「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた日から２週間を経過した

とき」とあるのは「掲示を始めた日から２週間を経過したとき（同一の当事者又は参加人に対す

る２回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌日）」と読み替えるものとする。 

 （当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結） 

第23条 主宰者は、当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず、かつ、第

21条第１項に規定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合、又は参加人の全部若しくは

一部が聴聞の期日に出頭しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び証拠書類等

を提出する機会を与えることなく、聴聞を終結することができる。 

２ 主宰者は、前項に規定する場合のほか、当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず、か

つ、第21条第１項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において、これらの者の聴

聞の期日への出頭が相当期間引き続き見込めないときは、これらの者に対し、期限を定めて陳述

書及び証拠書類等の提出を求め、当該期限が到来したときに聴聞を終結することとすることがで

きる。 

（聴聞調書及び報告書） 

第24条 主宰者は、聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し、当該調書において、不利益処分の

原因となる事実に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 

２ 前項の調書は、聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに、当該審理が行われ

なかった場合には聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。 

３ 主宰者は、聴聞の終結後速やかに、不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理

由があるかどうかについての意見を記載した報告書を作成し、第１項の調書とともに行政庁に提

出しなければならない。 

４ 当事者又は参加人は、第１項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。 

 （聴聞の再開） 

第25条 行政庁は、聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、主宰者に対

し、前条第３項の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第

22条第２項本文及び第３項の規定は、この場合について準用する。 

 （聴聞を経てされる不利益処分の決定） 

第26条 行政庁は、不利益処分の決定をするときは、第24条第１項の調書の内容及び同条第３項の

報告書に記載された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 
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 （審査請求の制限） 

第27条 この節の規定に基づく処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 

 （役員等の解任等を命ずる不利益処分をしようとする場合の聴聞等の特例） 

第28条 第13条第１項第１号ハに該当する不利益処分に係る聴聞において第15条第１項の通知があ

った場合におけるこの節の規定の適用については、名あて人である法人の役員、名あて人の業務

に従事する者又は名あて人の会員である者（当該処分において解任し又は除名すべきこととされ

ている者に限る。）は、同項の通知を受けた者とみなす。 

２ 前項の不利益処分のうち名あて人である法人の役員又は名あて人の業務に従事する者（以下こ

の項において「役員等」という。）の解任を命ずるものに係る聴聞が行われた場合においては、

当該処分にその名あて人が従わないことを理由として法令の規定によりされる当該役員等を解任

する不利益処分については、第13条第１項の規定にかかわらず、行政庁は、当該役員等について

聴聞を行うことを要しない。 

 （弁明の機会の付与の方式） 

第29条 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面（以下「弁明

書」という。）を提出してするものとする。 

２ 弁明をするときは、証拠書類等を提出することができる。 

 （弁明の機会の付与の通知の方式） 

第30条 行政庁は、弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時）

までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面

により通知しなければならない。 

 (1) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項 

 (2) 不利益処分の原因となる事実 

 (3) 弁明書の提出先及び提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その旨並びに

出頭すべき日時及び場所） 

 （聴聞に関する手続の準用） 

第31条 第15条第３項及び第16条の規定は、弁明の機会の付与について準用する。この場合におい

て、第15条第３項中「第１項」とあるのは「第30条」と、「同項第３号及び第４号」とあるのは

「同条第３号」と、第16条第１項中「前条第１項」とあるのは「第30条」と、「同条第３項後

段」とあるのは「第31条において準用する第15条第３項後段」と読み替えるものとする。 

 

５ 代執行 

(1) 法第81条の規定により必要な措置を命じられた者が確知できる場合 

法第81条の規定により必要な措置を命じられた者（以下この項において「義務者」とい

う。）が命令を履行しない場合で、他の手段による義務履行の確保が困難であり、かつ、放置

することが著しく公益に反する場合は、行政代執行法に基づき代執行を行うことになります。 

 代執行の手続は、次のとおりです。 

   ① 一定期限までに履行されない時は、義務者に対し代執行を行う旨あらかじめ文書で戒告

する。 

   ② 指定の期限までに義務を履行しない時は、代執行命令書により、代執行をなすべき時期、

執行責任者、費用の概算額などを義務者に通知する。 
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   ③ 家屋、その他工作物の除却の場合には、家屋の動産の搬出及び家屋の解体資材の引き取

りについて、その所有者に通知する。 

   ④ 関係機関（警察等）に対する協力の依頼をする。 

   ⑤ 代執行の実施 

   ⑥ 代執行に要した費用を義務者から徴収する。 

 (2) 法第81条の規定により必要な措置を命じられた者が確知できない場合 

   法第81条の規定により必要な措置を命じようとする場合に、義務者を過失がなくて確知でき

ないときは、行政庁は、自らその措置を行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせ

ることができます。 

   この場合においては、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨及びその期限までに行わな

いときは、行政庁等が当該措置を行うべき旨をあらかじめ公報その他所定の手段により公告し

なければなりません。 

また、代執行に要した費用は、被処分者が後に判明したときには、代行した行政庁でその者

から徴収することになります。 

 

６ 公告及び公示の方法 

  行政代執行法に基づく代執行を行う場合において、相当の期限を定めて当該措置を行うべき旨

及びその期限までに行わないときは、開発許可権者又はその命じた者若しくは委任した者が当該

措置を行うべき旨を、あらかじめ公報その他の手段により公告するとともに、公告した日から10

日間、その公告の内容がその他必要な事項を当該公告に係る措置を行おうとする土地の付近その

他の適当な場所に掲示しなければなりません。 

(1) 公告 

   法第81条第２項においては、「公告」しなければならないと規定されておりますが、この方

法については、令第42条において「官報、公報その他所定の手段により行わなければならな

い」とされております。 

「公報その他所定の手段」とは、公告を行う場合に通常とられている方法であり、公告が公

報の代わりに特定の新聞に掲載することによって行われている場合には、当該新聞に掲載する

ことがこれに該当します。 

   また、公報その他所定の手段によるほか掲示が必要となり、これを欠いた場合は公告があっ

たことにはなりません。 

   なお、10日間の期間の計算にあたっては、公報その他所定の手段による公告を行った日から

起算して11日目まで掲示する必要があります。 

 (2) 公示 

   法第81条第３項においては、「公示」しなければならないと規定されており、これを欠いた

場合は公告があったことにはなりません。 

   「公示」の方法について、規則第59条の２において、「国土交通大臣の命令に係るものにあ

つては官報への掲載、都道府県知事の命令に係るものにあっては当該都道府県の公報への掲載

とする。」としています。 

   なお、市長が行う場合の方法については、規定されておりませんので、当該市の公告式条例
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の規定により行いますが、郡山市においては、「郡山市公告式条例（昭和40年５月１日郡山市

条例第２号）」の規定により行うこととなります。 

 

 郡山市公告式条例（昭和40年５月１日郡山市条例第２号） 

 （趣旨） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第16条第４項及び第５項の規定に基づく公告式は、こ

の条例の定めるところによる。 

 （条例の公布） 

第２条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に市長

が署名しなければならない。 

２ 条例の公布は、郡山市役所前の掲示板に掲示して行う。 

 （規則の公布） 

第３条 前条の規定は、規則にこれを準用する。 

 （規程の公表） 

第４条 規則を除くほか、市長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日

及び市長名を記入して市長印を押さなければならない。 

２ 第２条第２項の規定は、前項の規程にこれを準用する。 

 （市の機関の定める規則及び規程の公表） 

第５条 第２条の規定は、市の機関（市長を除く。以下同じ。）の定める規則で公表を要するもの

にこれを準用する。この場合において、同条第１項中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機

関を代表する者」と読み替えるものとする。 

２ 前条の規定は、市の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合におい

て、同条第１項中「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「市

長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。 

（規則及び規程の施行期日） 

第６条 市長の定める規則若しくは規定又は市の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該

規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる 

（告示及び公告） 

第７条 第４条の規定は市長が行う告示及び公告に、第５条第２項の規定は市の機関が行う告示及

び公告に、それぞれ準用する。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

   附 則（平成20年郡山市条例第６号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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 第３節 立入検査 

 

法律 

 （立入検査） 

第82条 国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者は、前条

の規定による権限を行うため必要がある場合においては、当該土地に立ち入り、当該土地若しく

は当該土地にある物件又は当該土地において行われている工事の状況を検査することができる。 

２ 前項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなけれ

ばならない。 

３ 前項に規定する証明書は、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 

４ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められるものと解してはならな

い。 

 

１ 法第82条の趣旨 

  本条は、法第81条の規定による監督処分を行おうとする場合、当該土地に立ち入る必要が生じ

たときに、土地の所有者、占有者等との話し合いにより立ち入ることが望ましいのですが、話し

合いが成立せず、又はそれができない場合には、所有者、占有者等の同意が得られなくても、必

要な限度において、これらの権限を行う者が、強制的に当該土地に立ち入り、必要な検査をする

ことができるようにしたものです。 

  なお、立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、法第93条第３号の規定により処罰されます。 

 (1) 身分証明書の携帯 

   本条第１項の規定により他人の土地に立ち入ろうとする者は、身分証明書を携帯し、関係人

の請求があったときはこれを提示しなければなりません。身分証明書を所持しないで立入を行

った場合には、土地の所有者、占有者等は、これらの立入を拒むことができますが、立入の権

限が有効に成立している場合には、相手がこれを拒まない限り、立入を行っても違法ではあり

ません。 

 (2) 立入検査の権限 

   憲法第35条の規程により、何人も現行犯でない限り、権限を有する司法官憲が発する令状が

なければ、その住居、書類及び所持品について侵入、捜査及び押収を受けることのない権利は

侵されないとされており、刑事手続における立入りについては令状主義をとっています。 

したがって、令状のない本条の立入りは、第１項に規定する権限を行うため必要な権限にお

いてのみ認められ、犯罪捜査のために認められたものではありません。 

 

 日本国憲法（昭和21年11月３日） 

第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理

由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 
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第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権

利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する

物を明示する令状がなければ、侵されない。 

２ 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 

 

 (3) 開発許可等申請地の立入り 

   法第36条第２項の規定により工事完了の検査を行おうとする場合には、本条により立ち入る

ことができますが、開発許可等の申請があった場合においては、当該許可等をするために必要

となる土地の立入検査についての規定はありません。これは、土地の所有者又は占有者が立入

を拒めば、開発許可等をすることが不可能となるので、所有者等は積極的に開発許可権者又は

その命じた者若しくは委任した者の立入りを認めると考えられるからです。 

 

 

 

 

 


